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㈱トラストワークスジャパン

取引あっせん事業を
活用して 取締役

金田 竜馬

●継続できる取引先を獲得できた
●今後の取引商談会に参加予定
●別の支援事業の活用も視野に

多様な業種向けに一品一様で
モノづくりに必要な機械を制作

姫路市

パーツの出来具合を確認しながら組み立てていきます

多面的な視点で図面に落とし込む
　1995年創業の同社は製造機械の組み立てから事業を
スタートしましたが、その後、資材の調達、さらには設計
も手がけるようになり、現在ではさまざまなメーカーの
製造現場で使われる機械を一品一様で制作しています。

「少数精鋭でアフターサービスまで担うのが当社の強み
です」と金田竜馬取締役兼製造管理部部長は語ります。
　メーカーから依頼を受けると、まずその機械が使われ
る工場を訪ね、どのような製品をどのように作りたいの
かを確認してから工程を打ち合わせ、設計作業に入りま
す。設計図面を基に設計、製造、調達部門のメンバーたち
が多面的な視点から安全性や経済性、メンテナンスのし
やすさなどをチェック。改良を加えた上で仕様書、図面
に落とし込み、制作に取りかかります。
　自動車、医薬品、食品など依頼を受ける業種は多岐に
わたります。例えば、超高温の耐熱性が求められるパー
ツの関連製造装置もその一つ。「製造工程には、切断が難
しい繊維素材を編み込む作業があり、まず、その繊維を
どのように切ればよいかを考え、はさみの素材や形状を
検証し、繊維を複雑な形状で編み込む工程を形にしてい

きました」と金田取締役。また、別の関連製造装置では、
外国製の同様の装置が製造に2日間要するところを2時
間に短縮。製造コストも10分の1に抑え、顧客から大い
に喜ばれたといいます。

来夏には夢前に新工場が完成
　ひょうご産業活性化センターから「大阪の装置メー
カーが製造機械を作ることのできる会社を探している」
と連絡があったのは2022年1月のことでした。たまたま
その直前に同社がセンターへAI導入に関する専門家派
遣について問い合わせた折に、センターの担当者が同社
の事業内容をつぶさに調べていたことから、マッチング
先にふさわしい企業として思い当たりました。早速、金
田取締役はメーカーの工場へ出向き、商談の結果、引き
受けることを決めました。 
　秋口から制作に取りかかり、年内に2台を納品する予
定です。機械が順調に稼働すれば、その後も10数台単位
で発注するという連絡を受けており、「もしその通りに
なれば売り上げに大いに貢献できる」と期待をかけてい
ます。
　順調に受注が増えていることから香寺工場、福崎工場

制度利用までの流れ
2022年1月 1月 2月 5月
取引あっせん事
業に登録

当センターから大阪の装置
メーカーを紹介される

装置メーカーとの
商談がスタート

商談が成立し、当セン
ターへ結果を報告
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福崎工場の構内。整理整頓が行き届いています 設計図の作成作業

に次ぐ3つ目の生産拠点として来夏に夢前工場を建設す
る計画も進めています。「課題は人材の確保。ベトナム人
技術者の採用を進める一方で、M&Aも検討しており、こ
れからもひょうご産業活性化センターの力を借りること
ができれば」と話します。

㈱トラストワークスジャパン
姫路市忍町101 SPビル3階
T 079-226-0555　Ｈ https://www.trustworksjapan.com
●代表取締役／河内康良
●事業内容／各種産業機械等の設計・制作・販売

取引あっせん事業
兵庫県内外の発注企業に県内の受注（ものづくり）企業の
情報を提供することで、受注企業の販路拡大を支援します。
9月と12月には発注企業と受注企業が一堂に会する取引
商談会を開催します。発注企業、受注企業とも事前登録が
必要です。

•�受注企業は発注企業の担当者と直接商談が
できます
•�受注企業は効果的な営業活動や新たな販路
開拓につながります

問ひょうご産業活性化センター取引振興課
Ｔ 078-977-9074
制度の詳細については
ホームページをご覧ください

【登録対象の業種】
繊維・同製品、合成樹脂、非鉄金属、金属製品、一般機械器具、電気機
械器具、輸送用機械器具、精密機械器具、その他の製造業、サービス業

利用メリット

自 費 出 版
見  積  り  無  料

まずは電話かメールでお問合せください

TEL.078-362-7140
jihishuppan-kpc@kobe-np.co.jp

あなたの本を

「オーダーメイド」

だけ https://kobe-selfpub.jp

こちらから
▼

株式会社 神戸新聞総合印刷
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中小企業者等と農林漁業者の連携体が取り組む新商品・ 
新サービスの開発に対し、助成金を支給します。
対農林漁業者と連携して新商品・新サービスの開発に取り
組む中小企業者（予定も含む）
●助成期間＝2023（令和5）年4月1日～最長2025（令和
7）年3月31日
●助成額＝上限400万円（対象経費の2/3以内）
申問新事業課 Ｔ078-977-9072
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-4
神戸市産業振興センター2階
11月30日㊌までに所定の書類を郵送または持
参。書類はダウンロードできます。持参は月曜～金
曜（祝日を除く）9時～17時（最終日は16時必着）

①ベトナムビジネスセミナー
「コロナ禍における進出事例」をテーマに、現地のビジネス
情報、兵庫県から進出する事業者のビジネス戦略を紹介し
ます。
②シンガポールビジネスセミナー

「ASEANのビジネスハブにおけるスタートアップ・エコシス
テム」をテーマに、最新事情や活用のポイントを紹介します。
③インドネシアビジネスセミナー

「SDGs貢献」をテーマに、現地ビジネス情報、兵庫県の事
業者によるビジネス展開を紹介します。
※いずれも無料、オンライン（Webex Meetings）開催

日①10月12日㊌14時～15時30分
　②10月20日㊍14時～15時30分
　③11月10日㊍14時～15時30分
定①～③各80人（先着）
申問ひょうご海外ビジネスセンター Ｔ078-271-8402
①10月6日㊍②10月
17日㊊③11月7日㊊ま
でにホームページの申
し込みフォームから

中小企業等のSDGsへの取り組み内容を登録・集約し、広く
社会に公表することで活動を支援します。
対既にSDGsの取り組みを実施・公表している県内の中小
企業や産地組合、業界団体（その他要件あり）
●登録のメリット
•登録証が交付されます
•当センターのホームページで登録企業を紹介します
•専用ロゴマークを使用できます　
• SDGsの推進にあたり、専門家派遣による経営支援を受け

られます（費用の1/2負担、最多8回まで）
•兵庫県信用保証協会の保証料率の割引があります
●登録期間＝登録日から2025（令和7）年3月31日まで
申問成長支援課　Ｔ078-977-9117
10月4日㊋～27日㊍に電子申請フォームから

（ホームページから申請画面へ進んでください）

兵庫県では本年度から、県内で正社員として働きたい人に
職場体験の機会を提供し、求職者の適性に合った企業への
就職を支援しています。職場体験を受け入れる企業には求
職者を無料で紹介するほか、謝金や採用支援金（要件あり）
を支給します。詳しくはホームページをご覧ください。
申問兵庫県「おためし企業体験 in HYOGO」運
営事務局（㈱学情） Ｔ06-6346-6303

欲しい人材を目標人数通り採用するため、求人原稿の書き
方や採用サイトの作り方のノウハウなどを紹介します。無
料。オンライン（Zoom）開催。
日10月20日㊍14時～16時
定30人（先着）

「ひょうご農商工連携ファンド」
令和5年度助成事業の募集

兵庫県「おためし企業体験 in HYOGO」
受け入れ企業の募集

明石市産業振興財団　人材採用セミナー「“無名”の地方・
中小零細企業に中途採用の応募が殺到した理由」

ひょうご産業活性化センター

関係機関

日日時　所場所　対対象　定定員　￥料金
申申し込み先・方法　問問い合わせ先 
Ｔ電話番号　Ｆファクス番号　Ｅ Eメール

海外ビジネスセミナー
参加者募集

ベトナム シンガポール インドネシア

「ひょうご産業SDGs推進宣言事業」
登録企業等の募集
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申問明石市産業振興財団 Ｔ078-918-0331
10月13日㊍までにホームページの申し込み
フォームから

高齢従業員の強みをどのように引き出し業務に生かすかに
ついて、先行事例を参考にしながら考えます。無料。
日10月18日㊋13時45分～16時45分
所兵庫県中央労働センター（神戸市中央区）
●プログラム
講演「改正高齢法施行による高齢者雇用の進展」／兵庫労
働局職業対策課
基調講演「高齢者の意欲と能力を活かす攻めの仕組みづく
り」／白澤政和さん（国際医療福祉大学大学院教授）
事例発表・パネルディスカッション／（福）しらさぎ福祉会、㈱
イスズベーカリー、㈱武徳
申問（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部
Ｔ06-6431-8201 Ｆ06-6431-8220
所定の申込書をファクスしてください。申込書は
ダウンロードできます

高齢・障害・求職者雇用支援機構
「生涯現役社会ワークショップひょうご2022」

近畿2府4県では軽油引取税の脱税を防止するため、
10月に軽油見本品の抜き取り調査等を集中的に実
施します。

⃝ 軽油引取税（県税）は、軽油の引き取りに対して課
税されます

⃝ 軽油引取税の税率は1リットルにつき32.1円です
⃝ 不正軽油を販売したり、自動車燃料として消費し

たりした場合にも軽油引取税が課せられます

問い合わせは最寄りの県税事務所へ

兵庫県・県税事務所
兵庫県不正軽油対策協議会

不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油
に使用されることを知りながら材料を提供・運搬し
た人、製造場所を提供した人なども罰せられます｡

10月は「近畿府県不正軽油追放強調月間」です
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がんばる企業を応援

ひょうご科学技術協会は県民生活の向上と地域社会の発展のため、科学技術の普及・発展、地域産業の技術力強化に取
り組んでいます。播磨産業技術支援センターでは播磨地域の産業の活性化を図るため、企業と大学や研究機関等との交
流・連携を促進するとともに、技術の高度化等を支援しています。

（公財）ひょうご科学技術協会
播磨産業技術支援センター

「中小企業支援ネットひょうご」構成機関からのご案内

「中小企業支援ネットひょうご」とは
さまざまな経営課題を抱える中小企業の応援を
目的に、中小企業支援機関や連携団体でつくる
ネットワークです。各機関の強みを生かしながら、
総合的な支援を展開しています。

播磨地域の産業活性化に向けて

主な支援業務

企業・大学院連携研究事業
県内大学の大学院生が県内企業等と共同で取り組む研究
に対し、助成金を交付。大学院生の資質向上を支援します。

技術高度化研究開発支援助成事業
新分野進出や新事業創出、新技術・製品の研究開発に取り
組む播磨地域の企業等に助成金を交付しています。
助成上限額／150万円（対象経費の合計額の1/2以内）
年間助成件数／4～5件

成長産業育成のための研究開発支援事業等への
参画
企業が新技術や新製品の開発に取り組む際、当センターが
研究チームの代表機関となり、兵庫県の「成長産業育成の
ための研究開発支援事業」など、国や県等の各種提案公募
型産学官共同研究を積極的に推進しています。

産学官連携の推進

企業の研究開発等への支援

スマートものづくりセンター播磨事業
走査型電子顕微鏡や
CNC3次元座標測
定器などの先端機器
を中小企業に開放し
ています。初心者向
けの操作研修も無料
で実施しています。

コネクテッド・インダストリーズセミナー
次世代成長産業分野（AI、IoT、ロボット等）の技術や関連
情報を紹介するセ
ミナー等を関係
団体と共催してい
ます。

ものづくりの高度化支援

（公財）ひょうご科学技術協会
播磨産業技術支援センター
姫路市下寺町43 姫路商工会議所本館2階
T 079-287-1212　Ｆ 079-287-1220
H https://hyogosta.jp

2021年度研究課題例
「製麺条件の異なる手延素麺の性状と構造観察」
兵庫県立大学大学院環境人間学研究科（姫路市）×
兵庫県手延素麺協同組合（たつの市）

機器の一例
X線分析装置付走査型
電子顕微鏡
日立ハイテクノロジーズ
「TM3030Plus」

成果事例
「薄膜性能が大幅に
向上する、真空薄膜形
成装置用ロータリー・
スパッタカソードの開
発」
ケニックス㈱（姫路市）

研修の様子
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若い商店主の発想力生かし“地域でお金を回す”

苦楽園ストアーズミーティング （西宮市）

　西宮市の苦楽園は古くからの高級住宅地として知ら
れ、住民の生活に根付いた商店や飲食店が残る一方で、
おしゃれな街のイメージに引かれ、新たに出店する人も
多くいます。
　苦楽園ストアーズミーティングの小川尚久会長は、苦
楽園に近い夙川の生まれ。2000年に市内でアメリカン
カジュアルと雑貨の店をオープンし、09年に現在地に移
転しました。「かつては婦人向けのブティックばかりが
並び、中高生だった自分が買える服屋さんがなく、いつ
か自分でそんな店を開こうと考えていました」。リーマ
ンショック後の不況で周囲の店が次々に閉めていくのを
目の当たりにし、街を盛り上げるには店同士の連携が欠
かせないと考え、30～40代の商店主8人で前身グループ
の「地元愛」を立ち上げ、その後、87店舗でストアーズ
ミーティングを発足しました。
　合言葉は「地域でお金を回す」。毎月、会議と懇親の場
を設け、そこで出された桜のライトアップやマップ作り
などのアイデアを形にしたことで、街を回遊する客が増
えていきました。商店主一人一人が来店客の興味に応じ
てメンバーの店を紹介するなど、街にお金を落としても
らう意識をグループ内で徹底しています。
　現在は180店舗が加盟し、市内の商店会では最多数を
誇ります。今年5月に就任した小川会長がまず取り組ん
だのが役員の刷新で、出店1年から数年の店主に役員を
任せました。「新しい視点で街を元気にしてほしい」との
思いからで、狙い通り活動が活発化。早速、コロナ禍で中
断していたハロウィーンイベントを復活することにな
り、既にコロナ前の2倍近い店の参加が決まっています。

「2年の任期で会長を譲るつもり。常に新しい人たちの
目でこれからも街を盛り上げていってほしい」と話しま
す。

苦楽園ストアーズミーティング
西宮市菊谷町1-1ハイツ城南101 RAT★RACE内
T 0798-70-0855
H https://ksm.kurakuen.info

1

2

4

3

1 2 西宮観光協会と協働で「西宮さくら祭」のステージイベントとライトアップを運営 
3 スタンプラリーが楽しめる散策マップ 4 ハロウィーンイベントは10月30日㊐に3年
ぶりに復活します
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兵庫県信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆様
に対して資金繰りを支援するため、「伴走支援型特別保証制度」および兵庫県融資制度「伴走型経営支援特
別貸付」を取り扱っています。このたび、2022（令和4）年10月1日協会申込受付分から、両制度の保証限度
額が6,000万円から1億円に引き上げとなりました。両制度の保証制度概要は以下の通りです。ぜひ、ご利用
ください。

「伴走支援型特別保証制度」と
兵庫県融資制度「伴走型経営支援特別貸付」の
保証限度額が1億円に引き上げとなりました

【保証制度概要】

対 象 者

❶～❸のいずれかに該当し、経営行動計画を策定した方

❶セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）の認定を受けた方

❷セーフティネット保証5号の認定を受け、かつ①②のいずれかに該当する方

　①売上高等減少率が15％以上

　②�売上高等減少率が15％未満の場合、最近1カ月間に対応する前年同月の売上高が2020（令和2）年1月

29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15％以上減少

❸③④のいずれかに該当する方

　③最近1カ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15％以上減少

　④�最近1カ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5％以上減少し、かつ前年同月の売上高が2020

（令和2）年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15％以上減少

保証限度額 両制度を合算して1億円

保 証 期 間 10年以内（うち据置期間5年以内）

貸 付 利 率 金融機関所定利率（伴走型経営支援特別貸付は年0.90％）

保 証 料 率

対象者❶❷の場合：年0.85％（経営者保証免除対応を適用する場合は年1.05％）
※国による保証料補助（当初保証料に限る）により、保証料の負担は年0.20％相当額となります

対象者❸の場合：年0.45％～1.90％（経営者保証免除対応を適用する場合は年0.65％～2.10％）
※国による保証料補助（当初保証料に限る）により、保証料の負担は年0.20％～1.15％相当額となります

取 扱 期 間 2023（令和5）年3月31日まで（協会申込受付分）

※保証制度の詳細につきましては各事務所・支所までお問い合わせください
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県内中小企業の全産業・業種別の売上高（速報値）を公開中！ ひょうご企業業績

TKC近畿兵庫会神戸西支部
広報委員 佐藤周二

電子取引データの保存の実務について
～保存方法を検討する～

　2022年の「電子帳簿保存法」の改正により、24年1月1日から電子取引データの電子データ保存
が完全義務化されます。データの保存方法については改ざん防止措置など、法令に定められた要件
を満たさなければなりません。法令遵守と業務の効率化の観点から“経理のデジタル化”を見据えた
準備を進める上で、以下の要件をクリアする「専用のデータ保存システム」の利用をお薦めします。

改ざん防止のための措置（真実性）
①～③のいずれかを満たすこと。
①タイムスタンプが付されたデータを受け取る、または受け取ったデータに速やかにタイムスタン
プを付す
②訂正・削除履歴が残るシステム等を利用する
③改ざん防止の事務処理規程を制定し遵守する
 

可視性・検索性
①②のどちらも満たすこと。
①モニター、操作説明書等の備え付け
②日付、金額、取引先名で検索できるようにする

保存期間
法人7年（繰越欠損金がある場合は10年）、個人事業者5年

　専用のデータ保存システムを利用すれば、経理業務の軽減やデジタル化が図られるといったメ
リットがあります。一方、利用しない場合は、電子取引の増加とともに経理業務が煩雑になる上、電
子取引データの保存期間中に記憶媒体を紛失するかもしれないというリスクも付きまといます。
　電子帳簿保存法は、これからのデジタル社会における帳簿や証憑書類等の電子データ保存のルー
ルを明確に定めたものです。永続的な電子帳簿保存への対応という意味でも、専用の保存システム
を利用するのが得策でしょう。

専用の
保存システム

法令の要件に対応

電子取引
データ

•改ざん防止措置
•可視性
•検索性
•保存期間







10
　
月
号

ひ
ょ
う
ご
産
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー
通
信

2022年
9月

30日
発

行
発

行
　

公
益

財
団

法
人

ひ
ょ

う
ご

産
業

活
性

化
セ

ン
タ

ー
神

戸
市

中
央

区
東

川
崎

町
1-8-4 神

戸
市

産
業

振
興

セ
ン

タ
ー

1階
・2階

・7階
　

TEL078 -977 -9070㈹


